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◇ 新会員紹介第２回理事会
出 席 者　18名
開催日時　令和７年６月27日㈮　午後２時～
審議議案　商工会加入・脱退の承認について
　　　　　はじめ２議案可決

第３回理事会
出 席 者　14名
開催日時　令和７年８月22日㈮　午後２時～
審議議案　服務規程の一部改正について
　　　　　はじめ４議案可決

 事 業 所 名 氏　名 業　種 地　区

 ㈲福寿鋸工業所 佐藤　浩幸 小売業 四貫

 　－　 小川　明美 サービス業 一宮市小信中島

青年部・女性部
部員募集

商工会青年部及び女性部は様々な業種が集まった団体であ
り、研修会、イベント活動、奉仕活動などを通じ、部員間の
交流、親睦をはかっています。
※青年部の部員資格は満45歳以下（女性も含む）となっています。
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  そぶえ夏まつり手筒花火協力
　８月15日㈮そぶえ夏まつりにおいて、手筒花火を実施しました。
部員が暗闇の中を練り歩き、大量の火の粉が真夏の夜空に広がる光
景を演出して夏まつりを盛り上げました。

  第31回祖父江チャリティゴルフ大会
　９月10日㈬岐阜県の「関ケ原カントリークラブ」において「第
31回祖父江チャリティゴルフ大会」を開催しました。この大会
は、青年部が地域住民との親睦を図るために毎年開催しており、青
年部を含め90名の参加がありました。チャリティで集まった募金
（49,450円）は、稲沢交通安全協会祖父江支部へ寄付しました。

  女性部の地域貢献事業
　９月10日㈬の定例会後に女性部の地域貢献事業の一つとして、稲沢
市平和町の介護施設を訪問し、エレベーター内装工事後の残シート壁
紙資材を再利用したエチケット袋入れ作りの体験教室を開催しまし
た。利用者の方と和気あいあいとおしゃべりしながら楽しい時間を過
ごせました。
　これはゴミの削減とSDGsに配慮した取り組みをしています。

  骨盤体操研修会
　７月２日㈪に女性部員でもある『合同会社賢幸生活BodyDesignPro-
ject接骨院』の戸川 妙 氏を講師にお迎えし、骨盤体操を行いました。
ボールを使った骨盤体操や足上げ１分、うつ伏せレッグカールなどを教
えていただき実践しました。
　骨盤回りを中心に動かすことで、日ごろあまり使わない筋肉がほぐれ
て、終わった後は体全体がスッキリと軽く感じられました。
　毎日少しずつ続けていくことで、女性部員のみなさんやその家族など
が健康で充実した日々を送れると幸いだなと感じました。
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▶ 

優　勝　吉川　貴祥さん　　グロス78 　　ネット68.4

準優勝　髙木　善雄さん　　グロス81 　　ネット71.4

第３位　日比　慶大さん　　グロス104　　ネット71.6

４団体合同親睦ゴルフ大会開催報告
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　７月24日㈭ 関ヶ原カントリークラブにおいて「第17回４団体合同親睦ゴルフ
大会」を実施しました。大会結果は以下のとおりです。

 税務三団体合同税務研修会の開催
　９月２６日（金）に税務三団体（一宮法人会祖父江支部・祖父江町
青色申告会・一宮間税会祖父江地区）合同の税務研修会が一宮税務
署法人課税第一部門審理担当官 村松　弘邦 氏を講師に招き開催さ
れました。テーマは「年収の壁への対応について」で、年収の壁が引
き上げられることで年末調整などの経理事務に与える影響や対応方
法などを勉強しました。

 役員視察研修
　９月２９日（月）、３０日（火）の２日間、静岡県において役員視
察研修会を開催しました。１日目は「大井川商工会」で、商工会の
概要や地域振興事業などの説明を受けたのちに、「焼津さかなセン
ター」を見学しました。２日目は、「浜名湖遊覧船」でクルージング
を楽しんだり、「瀧山寺・宝物殿」を見学して、有意義な研修を終え
ました。

▲ 税務研修会の様子

▲ 大井川商工会にて

　稲沢交通安全協会祖父江支部（支部長 吉川登喜治）では、秋
の全国交通安全運動（９月２１日～３０日）の実施に伴い、９月
２５日（木）に上牧信号交差点においてライド＆ライト関所を
実施し、サイン板を掲げ通行するドライバーに夕暮れ時のライ
トの早期点灯を呼びかけました。また、９月２６日（金）には町
内主要交差点において一斉街頭指導を実施するなど、地域住民
の交通安全意識の高揚を図ることに努めました。

稲沢交通安全協会祖父江支部  活動報告
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愛知県最低賃金は、令和７年10月18日から時間額1,140円に改定されます。
　愛知県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者（常用・臨時・派遣・パートアルバイト等）
に適用されます。〔改定前1,077円→改定後1,140円〕
●問合せ先：一宮労働基準監督署　☎ 0586−45−0206



 日本政策金融公庫からのお知らせ
　　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）をご活用ください

　 マル経融資の概要
　　利用いただける方　祖父江町商工会の実施する経営指導を受けている小規模事業者（商工業者に限る。）

　　であって、商工会長の推薦を受けたもの
■使いみち　　：経営改善のために必要な資金
■融資限度額　：２，０００万円
■返済期間　　：運転資金７年以内（うち据置期間１年以内）
　　　　　　　　設備資金１０年以内（うち据置期間２年以内）
■返済利息　　：年 ２．００％（令和７年９月１日現在）
■担保・保証人：無担保・無保証

　 マル経融資を利用できる方
　　①規模要件：小規模事業者（※）であること。

（※）常時使用する従業員が商業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）にあっては５人以下、
製造業その他にあっては 20人以下の企業

　　②指導要件：原則６カ月以上、祖父江町商工会の経営改善普及事業に基づく経営指導を受けている者であ
ること

　　③居住要件：最近１年以上、商工会、商工会議所等の地区内で事業を行っていること
　　④納税要件：所得税、法人税、事業税及び都道府県民税や市町村民税（均等割りを含む。）を原則としてす

べて完納していること
　　⑤業種要件：商工業者であり、かつ日本公庫（国民生活事業）の非対象業種等でないこと

　　　マル経融資をご活用したい方は、祖父江町商工会にお電話ください。

【小規模事業者持続化補助金】申請開始
　販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」の申請受付が、2025年10
月３日（金）から始まりました。物価高騰や制度変更など、厳しい経営環境に対応するための経費の一部を
補助し、事業の継続・成長を後押しする制度です。
※創業型を申請される方は、創業から３年以内かつ「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書の
提出が必要です。
対象事業者
日本国内の小規模事業者（以下の従業員数の条件を満たすこと）
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）：５人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業：20人以下
製造業・その他：20人以下
補助率
＜一般型・創業型＞　通常：2/3
＜一般型のみ＞　赤字かつ賃上げ特例対象者：3/4
補助金額
通常枠：50万円
インボイス特例：＋50万円
賃上げ特例：＋150万円
上記２つの特例該当：最大200万円
＜創業型＞
創業枠：200万円
インボイス特例：＋50万円

　　　商工会で申請支援を行いますので、申請希望の方は祖父江町商工会にお電話ください。

申請期間
　2025年10月３日㈮～
　　　　　　11月28日㈮ 17時
　ＧビスIDプライムの取得必要、
　電子申請システムでの申請のみ。
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商工会では各種相談会を開催しています。〜是非ご利用ください〜

中小企業相談日
　日本政策金融公庫の職員による融資相談会（無料）を実
施します。運転資金や、設備資金など融資に関する事に
ついてお気軽にご相談ください。

日時：10月31日（金）13：00〜16：00
　　　11月28日（金）　　　〃
　　　12月12日（金）　　　〃

行政書士相談会
日時：随時受付　13：00〜16：00
相談員：行政書士会一宮支部会員
主な相談内容
１．各種許認可申請手続き
２．相続（遺産分割協議書）・遺言
３．各種契約書・合意書
４．食品営業許可・建設業許可・風俗・営業許可・自動車登録
５．土地開発・農地転用等、不動産関係
６．戸籍関係・帰化・入管関係
７．成年後見制度（コスモスあいち）
８．その他

社会保険労務士相談会
日時：12月11日（木）13：00〜16：00
相談員：社会保険労務士　岩田 進 氏
主な相談内容
１．労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など
　　の書類作成や提出代行
２．老齢年金、障害年金、遺族年金などの書類作成や提出代行
３．就業規則、給与規定、退職金規定などの作成・変更や提出代行
４．各種助成金の相談や提出代行
５．各種労務管理に関する相談指導
６．解雇等、労使間の労働トラブルへの対応
７．労働安全衛生に関する相談指導  など

年末調整事務個別指導相談会
　年末調整個別指導相談を開催しますので、希望される
方は、お越しください。

日時：令和８年１月13日（火）、14日（水）、15日（木）
　　　13：00〜16：00
講師：東海税理士会一宮支部 従事税理士
持参書類：源泉徴収簿、給与支払い関係帳簿、所得控除証明書

※生命保険料控除は、一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保
　険料の証明書をご持参ください。また、国民年金控除は、国民年金支
　払い証明書が必要となります。

予 約 制

予 約 制 予 約 制

場所はすべて祖父江町商工会

お 知 ら せ



 日本政策金融公庫からのお知らせ
　　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）をご活用ください

　 マル経融資の概要
　　利用いただける方　祖父江町商工会の実施する経営指導を受けている小規模事業者（商工業者に限る。）

　　であって、商工会長の推薦を受けたもの
■使いみち　　：経営改善のために必要な資金
■融資限度額　：２，０００万円
■返済期間　　：運転資金７年以内（うち据置期間１年以内）
　　　　　　　　設備資金１０年以内（うち据置期間２年以内）
■返済利息　　：年 ２．００％（令和７年９月１日現在）
■担保・保証人：無担保・無保証

　 マル経融資を利用できる方
　　①規模要件：小規模事業者（※）であること。

（※）常時使用する従業員が商業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）にあっては５人以下、
製造業その他にあっては 20人以下の企業

　　②指導要件：原則６カ月以上、祖父江町商工会の経営改善普及事業に基づく経営指導を受けている者であ
ること

　　③居住要件：最近１年以上、商工会、商工会議所等の地区内で事業を行っていること
　　④納税要件：所得税、法人税、事業税及び都道府県民税や市町村民税（均等割りを含む。）を原則としてす

べて完納していること
　　⑤業種要件：商工業者であり、かつ日本公庫（国民生活事業）の非対象業種等でないこと

　　　マル経融資をご活用したい方は、祖父江町商工会にお電話ください。

【小規模事業者持続化補助金】申請開始
　販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」の申請受付が、2025年10
月３日（金）から始まりました。物価高騰や制度変更など、厳しい経営環境に対応するための経費の一部を
補助し、事業の継続・成長を後押しする制度です。
※創業型を申請される方は、創業から３年以内かつ「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書の
提出が必要です。
対象事業者
日本国内の小規模事業者（以下の従業員数の条件を満たすこと）
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）：５人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業：20人以下
製造業・その他：20人以下
補助率
＜一般型・創業型＞　通常：2/3
＜一般型のみ＞　赤字かつ賃上げ特例対象者：3/4
補助金額
通常枠：50万円
インボイス特例：＋50万円
賃上げ特例：＋150万円
上記２つの特例該当：最大200万円
＜創業型＞
創業枠：200万円
インボイス特例：＋50万円

　　　商工会で申請支援を行いますので、申請希望の方は祖父江町商工会にお電話ください。

申請期間
　2025年10月３日㈮～
　　　　　　11月28日㈮ 17時
　ＧビスIDプライムの取得必要、
　電子申請システムでの申請のみ。
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■ 愛知県よろず支援拠点は、国が設置している無料の経営相談所です。
　中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する
方、創業予定者等を対象に、売上拡大、経営改善をはじめとする様々な経営に関する相談に対応しています。

  相談の一例
① 売上拡大のための解決策を提案します ⇒「経営革新支援」
② 資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます ⇒「経営改善支援」
③ 地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介します
　  ⇒「ワンストップサービス」

ご相談は、経験豊富なコーディネーターが担当して、対面相談に加え、必要に応じてWEB相談・お電話
での相談も可能です。
経営上のお困りごとがあれば、愛知県よろず支援拠点　TEL 052-715-3188 にご相談ください！

愛知県よろず支援拠点をご活用ください！◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆

　商工会では、事業所のホームページの作成支援を無料で実施しています。ホームページの専門家と商工会職員が
事業所に訪問して、ホームページ作成に関する指導を実施させていただきます。自社のホームページを持ちたい！
とお考えの方、既に自社のホームページをお持ちの方でリニューアルをお考えの方。また、ホームページの操作方
法や、SEO対策、SNSとの連携などホームページ運用の件でお悩みの方も無料で相談を受けることができます。
支援できる事業所数には限りがありますので、興味がある方は祖父江町商工会へご連絡ください。

事業所のホームページを作成しませんか？
ホームページで自社ＰＲの幅を広げましょう！
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■ 愛知県よろず支援拠点は、国が設置している無料の経営相談所です。
　中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する
方、創業予定者等を対象に、売上拡大、経営改善をはじめとする様々な経営に関する相談に対応しています。

  相談の一例
① 売上拡大のための解決策を提案します ⇒「経営革新支援」
② 資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます ⇒「経営改善支援」
③ 地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介します
　  ⇒「ワンストップサービス」

ご相談は、経験豊富なコーディネーターが担当して、対面相談に加え、必要に応じてWEB相談・お電話
での相談も可能です。
経営上のお困りごとがあれば、愛知県よろず支援拠点　TEL 052-715-3188 にご相談ください！

愛知県よろず支援拠点をご活用ください！◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆

　商工会では、事業所のホームページの作成支援を無料で実施しています。ホームページの専門家と商工会職員が
事業所に訪問して、ホームページ作成に関する指導を実施させていただきます。自社のホームページを持ちたい！
とお考えの方、既に自社のホームページをお持ちの方でリニューアルをお考えの方。また、ホームページの操作方
法や、SEO対策、SNSとの連携などホームページ運用の件でお悩みの方も無料で相談を受けることができます。
支援できる事業所数には限りがありますので、興味がある方は祖父江町商工会へご連絡ください。

事業所のホームページを作成しませんか？
ホームページで自社ＰＲの幅を広げましょう！ 　令和７年分の所得税について、令和７年12月に行う年末調整の際には、次の内容に注意してください。

《 令和７年分の年末調整における留意事項 》
① 従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象になった親族等がいないか確認してください（改正により新
たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「扶養控除等（異動）申告書」の提出を受けてください。）。

　 ⇒　以下⑴を参照。
② 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を
受けてください。

　 ⇒　以下⑵を参照。
③ 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしてください。
　 ⇒　以下⑶～⑸を参照。

　

⑴ 扶養控除等（異動）申告書の受理と内容の確認

　令和7年12月１日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。この改正により、新たに扶養控除等
の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和７年分給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書」を、給与の支払者に提出することとなります。
　なお、従業員の方は、この申告書を、原則として令和７年12月１日以降最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出
することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができ
ますので、従業員の方に申告を忘れないよう周知してください。

⑵ 特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認

　年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を有する人は、新たに「特定親族特別控除」を
受けることができることになりました。
　年末調整において、この控除の適用を受けようとする従業員の方は、その年最後の給与の支払を受ける日の前日までに
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出することとなりますので、従業員の方に申告を忘れない
よう周知してください。

⑶ 基礎控除申告書の受理と内容の確認

　基礎控除額が改正されるため、従業員の方から提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に、その合計所得金額に応
じた基礎控除額が正しく記載されていることを確認してください。

⑷ 配偶者控除等申告書の受理と内容の確認

　給与所得控除額が改正されるため、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された
合計所得金額に応じて、配偶者（特別）控除額が正しく記載されていることを確認してください。

⑸ 年末調整の計算をする上での留意事項

イ　「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されるので、令和７年12月に年末調整の計算をす
る際には、改正後の表を使用してください。※改正後の表は、国税庁ホームページに掲載されている「令和７年分年
末調整のしかた」に掲載されています。

ロ　基礎控除額（改正後）の控除
基礎控除額が改正されるので、上記⑶により従業員の方から提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書」を基に、
基礎控除額が控除してください。

ハ　特定親族特別控除額の控除
特定親族特別控除が創設されるので、上記⑵により従業員の方から提出を受けた「給与所得者の特定親族特別控除申
告書」を基に、特定親族特別控除額を控除してください。

令和７年分の年末調整事務にご注意ください！
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第
28
回

令和７年11月22日（土）～30日（日）

オープニングセレモニー、もち投げ（１１月２２日㈯午前９時～）
献血コーナー（１１/２２）、消防はしご車試乗会（１１/２４）、
いなッピーふれあいステージ（１１/２２、２３）、
山崎地蔵太鼓（１１/３０）、コースターづくり・銀杏試食コーナー
（１１/２２、２３、２４、２９、３０）、各種イベント、各種物産販売など

抹茶コーナー（１１/２２、２３、２４、２９、３０）、
歌謡ショー（１１/２２、２４）、
各種ステージイベント、各種物産販売など

１1月２２日㈯、２３日㈰、２４日㈷、２９日㈯、３０日㈰
午前９時～午後４時
１１月２５日㈫、２６日㈬、２７日㈭、２８日㈮
午前９時～午後３時

講演会、子供向けゲームコーナー、銀杏製品販売など１1月２９日㈯
午前10時～午後3時

11月22日㈯～11月29日㈯ 

１１月２２日㈯、２３日㈰、２４日㈷、２９日㈯、３０日㈰
午前９時～午後４時
１１月２５日㈫、２６日㈬、２７日㈭、２８日㈮
午前９時～午後３時

午後５時～午後８時

のの

祖父江ぎんなんパーク会場

華麗なるまち稲沢のカレー巡りと黄葉を楽しむ秋の散策コース
開催日:10月31日㈮～12月7日㈰　スタート:国府宮駅　〇通常コース:距離約8.0㎞　時間約2時間10分
詳しくは、名鉄HPをご確認ください。

祖父江ぎんなんパーク会場

サテライト会場（稲沢厚生病院）

祐専寺会場

共通イベント

（11/22～30） （11/22～30） （11/22～30） （11/22、23、24、29、30）

※各コンテストの受付は祖父江ぎんな
　んパーク会場の本部で行います。
※写生大会に当日ご参加の方には
　記念品があります。

イチョウ
写生大会

写真
コンテスト

俳句
　大会

スタンプ
ラリー

https://sobue.or.jp/koyo2025/


